
成田都市計画地区計画の決定（成田市決定） 

 
都市計画不動ケ岡地区地区計画を次のように決定する。 

名 称 不動ケ岡地区地区計画 

位 置 
成田市不動ヶ岡字太田、字ソリ田、字論田、字苅分、字中弘及び字向

山の各一部の区域 
面 積 約 23.9 ha 

地 区 計 画 の 目 標 

本地区は、京成成田駅から南側約 600ｍの徒歩圏に位置し、本市の中
心市街地や、広域幹線道路である国道 51 号に隣接する利便性の高い地
区である。地区のポテンシャルを生かした幹線道路沿道にふさわしい商
業系の土地利用と、成田空港の更なる機能強化などに伴う新たな人口増
加の受け皿となる住環境の整備を促進することで、本市の更なる発展に
向け、健全で良好な市街地の形成を図るため、組合施行の土地区画整理
事業により計画的な基盤整備が行われている。 

将来の住宅需要や商業立地の高まりを見据え、駅に近接し利便性の高
い本地区において、土地区画整理事業による低層住宅地と中層住宅地が
調和した住環境と商業・業務機能が共存する快適で良好な複合市街地の
形成及び保全を図ることを目標とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土 地 利 用 の 方 針 

地区計画の目標を達成するため、地区内を次の４地区に区分し、それ
ぞれの地区にふさわしい土地利用の方針を定める。 
①商業・業務地区 

中心拠点との連携を図りつつ、地域住民の日常生活に密着した商業・
業務・サービス施設などの立地誘導を図るとともに、広域幹線道路の
沿道にふさわしい沿道市街地の形成を図る。 

②沿道住宅地区 
周辺の居住環境を保護しつつ、地区内幹線道路沿道の立地特性を活か
し、近隣住民の利便性を高める生活利便施設等の計画的な誘導を図る
とともに、良好な沿道住宅市街地を形成する。 

③集合住宅地区 
京成成田駅に近接する利便性を活かした緑豊かで良好な居住環境を
備えた中層集合住宅地等の形成を図る。 

④一般住宅地区 
戸建住宅を主体とした緑豊かで良好な低層住宅市街地の形成を図る。 

地区施設の整備の方針 
土地区画整理事業により整備された道路や公園等の基盤施設は、その

機能の維持・保全を図る。 

建築物等の整備の方針 

広域幹線道路の沿道にふさわしい商業・業務機能等の誘導を図るとと
もに、低中層住宅が調和する緑豊かな住宅市街地の形成、良好な居住環
境の維持・向上を図るため、「建築物等の用途の制限」、「建築物の敷地
面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「建築物等の形態又は色彩その
他の意匠の制限」、「かき又はさくの構造の制限」を定める。 
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地区の
区 分 

名 称 商業・業務地区 沿道住宅地区 集合住宅地区 一般住宅地区 

面 積 約 8.7 ha 約 3.7 ha 約 1.8 ha 約 9.7 ha 

建 築 物 等 の 
用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 
①住宅 
②住宅で事務所、

店舗その他これ
らに類する用途
を兼ねるもの 

③共同住宅、寄宿
舎又は下宿 

④学校（大学、高等
専門学校、専修
学校及び各種学
校を除く。） 

⑤ゴルフ練習場又
はバッティング
練習場 

⑥マージャン屋、
ぱちんこ屋、射
的場、勝馬投票
券発売、場外車
券売場その他こ
れらに類するも
の 

⑦畜舎（ペットシ
ョップ、動物病
院又はペットホ
テルその他これ
らに類するもの
を除く。） 

⑧自動車教習所 
⑨倉庫業を営む倉

庫 
⑩貨物自動車運送

事業法（平成元
年法律第 83 号）
の第２条に規定
する事業を営む
もの 

⑪建築基準法別表
第２（と）項第３
号に規定する工
場（自動車修理
工場を除く。） 

⑫風俗営業等の規
制及び業務の適
正化等に関する
法律第２条第６
項第２号、第６
号に規定する店
舗型性風俗特殊
営業の用に供す
るもの 

 
 
 

①公衆浴場 
②ホテル又は旅館 
③ボウリング場、

スケート場、水
泳場その他これ
らに類する政令
で定める運動施
設 

④畜舎（ペットシ
ョップ、動物病
院又はペットホ
テルその他これ
らに類するもの
を除く。） 

⑤自動車車庫（建
築物に附属する
ものを除く。） 

⑥自動車教習所 
⑦貨物自動車運送

事業法（平成元
年法律第 83 号）
の第２条に規定
する事業を営む
もの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①住宅（3 戸以上の
長屋を除く） 

②住宅で事務所、
店舗その他これ
らに類する用途
を兼ねるもの 

③公衆浴場 
④ホテル又は旅館 
⑤ボウリング場、

スケート場、水
泳場その他これ
らに類する政令
で定める運動施
設 

⑥店舗、飲食店そ
の他これらに類
する用途に供す
る部分の床面積
の合計が 500 ㎡
を超えるもの 

⑦事務所でその用
途に供する部分
の床面積の合計
が 500 ㎡を超え
るもの 

⑧自動車車庫（建
築物に附属する
ものを除く。） 

⑨畜舎（ペットシ
ョップ、動物病
院又はペットホ
テルその他これ
らに類するもの
を除く。） 

⑩自動車教習所 
⑪貨物自動車運送

事業法（平成元
年法律第 83 号）
の第２条に規定
する事業を営む
もの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①公衆浴場 
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地 区 の
区 分 名 称 商業・業務地区 沿道住宅地区 集合住宅地区 一般住宅地区 

建築物の敷地
面 積 の 最 低 
限 度 

500 ㎡ 200 ㎡ 300 ㎡ 150 ㎡ 

ただし、建築物の敷地面積の最低限度未満の土地で、次のいずれかに該当
する場合は、この限りでない。 
①土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）第 103 条第１項の規定による

換地処分又は同法第 98 条第１項の規定による仮換地の指定を受けた土地
で、かつ、所有権その他の権利に基づいてその全部を一敷地として使用す
るもの。 

②市長が公益上やむを得ないと認めた建築物の敷地として使用するもの。 

壁面の位置の 
制 限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置については、次に掲げるとお
りとする。 
①１号壁面線の道路境界線までの水平距離は、2.0ｍ以上とする。 
②その他の道路（歩行者専用道路含む。）及び公園・緑地境界線までの水平

距離は、1.0ｍ以上とする。 
③敷地境界線までの水平距離は、1.0ｍ以上とする。 

ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 

①地区計画の決
定告示日にお
いて、現に存
する建築物又
は現に建築、
修繕若しくは
模様替の工事
中 の 建 築 物
（増築、改築
又は移転をす
る 場 合 を 除
く。） 

②建築物の管理
上必要最小限
の付帯施設 

③建築設備 
④市長が公益上

必要と認めた
建築物でやむ
をえないと認
めたもの 

①外壁又はこれ
に代わる柱の
中心線の長さ
の合計が３ｍ
以下である建
築物の部分 

②物置で高さ2.5
ｍ以下、かつ、
床面積の合計
が6.6㎡以下の
もの 

②車庫で高さ3.0
ｍ以下のもの 

③出窓、建築設
備 

④市長が公益上
必要と認めた
建築物でやむ
を得ないと認
めたもの 

 

①建築物の管理
上必要最小限
の付帯施設 

②建築設備 
③市長が公益上

必要と認めた
建築物でやむ
をえないと認
めたもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①外壁又はこれ
に代わる柱の
中心線の長さ
の合計が３ｍ
以下である建
築物の部分 

②物置で高さ2.5
ｍ以下、かつ、
床面積の合計
が6.6㎡以下の
もの 

②車庫で高さ3.0
ｍ以下のもの 

③出窓、建築設
備 

④市長が公益上
必要と認めた
建築物でやむ
を得ないと認
めたもの 

 

建築物等の形
態又は色彩そ
の他の意匠の
制 限 

建築物の屋根、外壁又はこれに代わる柱、屋外広告物その他これらに類す
るものは、周辺の景観との調和に配慮したデザインと色彩とする。 

また、屋外広告物その他これに類するものは、自己の用に供するもので、
かつ、景観との調和及び安全に配慮したものとする。 

かき又はさく
の構造の制限 

道路（歩行者専用道路含む。）に面する部分は、生垣又は透視可能なフェ
ンス、その他これらに類する開放性のあるもので、美観を損ねるおそれのな
いものとする。基礎の高さは地盤面から高さが60㎝以下とする。ただし、門
柱及び危険施設等の管理上やむを得ない場合は、この限りでない。 

「区域、地区の区分及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり。」 
 
理 由：土地区画整理事業とあわせ、建築物等を適切に規制誘導し、住環境と商業・業務機能が共存する快適
で良好な複合市街地の形成及び保全を図るため地区計画を決定する。 
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１

成
田
線

京
成
電
鉄
本
線

Ｊ
Ｒ

刈分橋

阿利耶橋

不動トンネル

東京電力パワーグリッド
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南囲護台市営住宅

成田駅前郵便局

成田市勤労会館
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１：２,５００

０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００m

１：２，５００

凡　　　　例

　地区計画区域

　商業・業務地区

　集合住宅地区

　沿道住宅地区

　一般住宅地区
　壁面の位置の制限（１号壁面線）
　（道路境界線から2.0ｍ以上）

成田都市計画　不動ケ岡地区地区計画　計画図　

行政界

行
政
界

行政界
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